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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成29年4月27日(2017.4.27)

【公開番号】特開2015-33375(P2015-33375A)
【公開日】平成27年2月19日(2015.2.19)
【年通号数】公開・登録公報2015-011
【出願番号】特願2014-122000(P2014-122000)
【国際特許分類】
   Ａ２３Ｌ  33/10     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ａ２３Ｌ    1/30     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月21日(2017.3.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グァバ葉抽出物を含有し、かつ、固形分中に遊離のエラグ酸を１～５質量％含有する原
料と水性媒体とを混合し加熱処理原料を調製する工程、
　前記加熱処理原料を１００～１８０℃で加熱処理する工程、及び、
　加熱処理して得られた加熱処理液を冷却する工程を含み、加熱処理液を冷却する工程に
おいて、加熱処理温度から９０℃までの冷却速度が１℃／ｓ以上１００℃／ｓ以下である
、エラグ酸組成物の製造方法。
【請求項２】
　原料中、グァバ葉抽出物の含有量が固形分基準で６０質量％以上である請求項１記載の
エラグ酸組成物の製造方法。
【請求項３】
　加熱処理原料中、固形分の含有量が３～６０ｇ／Ｌである請求項１又は２記載のエラグ
酸組成物の製造方法。
【請求項４】
　更に、冷却された加熱処理液から固体部を除去する工程を含む、請求項１～３のいずれ
か１項に記載のエラグ酸組成物の製造方法。
【請求項５】
　更に、加熱処理終了後３００分以内に、加熱処理して得られた加熱処理液を噴霧乾燥又
は凍結乾燥する工程を含む、請求項１～４のいずれか１項に記載のエラグ酸組成物の製造
方法。
【請求項６】
　加熱処理して得られた加熱処理液を濃縮した後に噴霧乾燥又は凍結乾燥する請求項５記
載のエラグ酸組成物の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項記載の製造方法により得られる、エラグ酸組成物。
【請求項８】
　請求項７記載のエラグ酸組成物を含有する飲食品。
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